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１ 地球温暖化対策及び大気環境保全対策の推進 

(1)自動車の低公害化、低燃費化の促進 

①  自動車税のグリーン化の適用期限を延長。 

 

 

〔措置内容〕 

○軽課：平成1６年度及び平成１７年度に新規登録された以下の自動車について、当該登録の

翌年度に、自動車税を以下のとおり軽減。 

 

・低排出ガス（新☆☆☆☆）＋ 低燃費（基準５%かさ上げ）車、 

電気自動車（ 燃料電池自動車を含む）、 

天然ガス自動車、メタノール自動車              ：概ね５０％軽減 

・低排出ガス（新☆☆☆☆）＋ 低燃費（現行基準）車      ：概ね２５％軽減 

・低排出ガス（新☆☆☆）＋ 低燃費（基準５%かさ上げ）車    ：概ね２５％軽減 

 ※新☆☆☆☆：排出ガスが平成17年基準値の1/4以下の自動車。 

新☆☆☆  ：排出ガスが平成17年基準値の1/2以下の自動車。 

  ※低燃費車  ：改正省エネ法に基づく2010年（ディーゼル車は2005年）燃費基準達成車。 

 

 

 

○重課：平成１６年度及び平成１７年度に以下の年限を超えている自動車（電気自動車、

天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く）に

ついて、その翌年度から自動車税を以下の通り重課。 

 

・車齢１１年超のディーゼル車 ：概ね１０％重課 

・車齢１３年超のガソリン車  ：概ね１０％重課 
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② 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法における対策地域内で窒素酸化物等の排出基準に適合しな

い自動車を廃車して基準適合車へ買替える場合の自動車取得税の税率の軽減措置を

拡充（平成１７年規制適合車について、対象に追加するとともに軽減率を引き上げ）。 

 

〔措置内容〕 

《平成１７年規制適合車取得の場合》 

・ ガソリン（ＬＰＧ車含む）バス・トラック等   ：税率を１．９％軽減 

・ ディーゼルバス・トラック等          ：税率を２．１％軽減 

（※ガソリン・ディーゼルの乗用車は対象外） 

  

《適用期間》 

・ 平成１６年 ４月１日～平成１７年９月３０日  ：上記の軽減率 

・ 平成１７年１０月１日～平成１９年９月３０日  ：税率を１．５％軽減 

・ 平成１９年１０月１日～平成２１年３月３１日  ：税率を１．２％軽減 

《現行対象車両の取扱い》 

・ 対象車両  平成 11,12,13,15,16 年規制適合車 

 

《適用期間》 

 ・ 平成１５年４月１日～平成１７年３月３１日   ：１．９％軽減 

・ 平成１７年４月１日～平成１７年９月３０日   ：１．５％軽減  

 

 

 

③ 最新排出ガス規制適合車に係る自動車取得税の税率の軽減措置を拡充（平成１７

年規制適合車（ディーゼル車のみ）について、対象に追加するとともに軽減率を引

き上げ）。            

 

〔措置内容〕 

《平成１７年規制適合車取得の場合》 

・ ディーゼル乗用車       ：税率を１．０％軽減 

・ ディーゼルバス・トラック等  ：税率を２．０％軽減 

（※ガソリンの乗用車・バス・トラック等は対象外） 

 

《適用期間》 

・ 規制開始前まで：平成１６年４月１日～平成１７年９月３０日 

《現行対象車両の取扱い》 

 ●平成 15 年規制適合車：ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ中量ﾄﾗｯｸ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ重量ﾄﾗｯｸ 

 ・ 規制開始前（平成１４年 ４月１日～平成１５年９月３０日）：税率を１．０％軽減

 ・ 規制開始後（平成１５年１０月１日～平成１６年２月２９日）：税率を０．１％軽減

 

 ●平成 16 年規制適合車：車両総重量 12ｔ超のﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ 

・ 規制開始前（平成１５年 ４月１日～平成１６年９月３０日）：税率を１．０％軽減
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④ 一定の排出ガス性能を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置

の適用期限を延長。 

 

〔措置内容〕 

・低排出ガス（新☆☆☆☆）＋ 低燃費（基準５%かさ上げ）車 ：控除額 ３０万円

・低排出ガス（新☆☆☆）＋ 低燃費（基準５%かさ上げ）車   ：控除額 ２０万円

・低排出ガス（新☆☆☆☆）＋ 低燃費（現行基準）車        ：控除額 ２０万円

 

《適用期限》 ２年間 

 ※新☆☆☆☆：排出ガスが平成17年基準値の1/4以下の自動車。 

新☆☆☆  ：排出ガスが平成17年基準値の1/2以下の自動車。 

  ※低燃費車  ：改正省エネ法に基づく2010年（ディーゼル車は2005年）燃費基準達成車。 

 

 

⑤ エネルギー需給構造改革投資促進税制における低公害車及び低公害車用燃料供給

設備に係る特別償却制度又は税額控除措置の適用期限を延長及び拡充（対象設備に

燃料電池自動車、水素ステーションを追加）。 
 

〔措置内容〕 

  基準取得価額の７％相当額の税額控除、又は、普通償却に加えて基準取得価額の３０％

相当額を限度として償却できる特別償却のいずれかを選択。 

 

 

 

(2)その他地球温暖化対策の推進 

○ 住宅ローン減税制度（所得税）の適用期限を延長。 

 

〔措置内容〕 

平成１６年度から平成２０年度までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の

年末残高の限度額及び控除率は次のとおり。 

居住年 控除期間 
住宅借入金等の 

年末残高 
適用年・控除率 

平成１６年 １０年間 5,000 万円以下の部分 ・１年目から 10 年目まで １％ 

平成１７年 同上 4,000 万円以下の部分
・１年目から８年目まで  １％ 

・９年目及び 10 年目   0.5％ 

平成１８年 同上 3,000 万円以下の部分
・１年目から７年目まで  １％ 

・８年目から 10 年目   0.5％ 

平成１９年 同上 2,500 万円以下の部分
・１年目から６年目まで  １％ 

・７年目から 10 年目   0.5％ 

平成２０年 同上 2,000 万円以下の部分
・１年目から６年目まで  １％ 

・７年目から 10 年目   0.5％ 
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２ 循環型社会の実現に向けた廃棄物・リサイクル対策の推進 

(1)リサイクル施設の整備推進 

① 再商品化設備等に係る特別償却制度（所得税、法人税）の適用期限を延長。 

 

〔措置内容〕 

・特別償却率の割合 

    再生資源利用製品製造設備  ：初年度１４％ 

    再商品化設備及び再資源化設備：初年度２３％ 

    特定再生資源利用製品製造設備：初年度２３％ 

    再生資源分別回収設備    ：初年度１４％ 

 

 

② 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長

及び拡充（建設汚泥再生処理装置を追加）。 

 

〔措置内容〕 

  ・課税標準 当初３年間 ３／４（一部の設備は、２／３） 

 

 

 

(2)その他廃棄物対策の推進 

① 改正廃棄物処理法に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者の事業

の用に供する施設に係る事業所税（資産割）の課税標準の特例措置を拡充。 
 

〔措置内容〕 

・資産割の課税標準：３／４控除 

  ・適用期限：２年間 

 

 

 

② 最終処分場の埋立終了後の維持管理費用の積み立て（維持管理積立金）について、

積立金を損金又は必要経費に算入する制度（所得税、法人税）の適用期限を延長。 
 

 

 

③ 廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。 
 

〔措置内容〕 

① ＰＣＢ処理施設、焼却溶融施設             → 課税標準１／６ 

② 廃油・廃プラスチック類処理施設、一般廃棄物処理施設  → 課税標準１／２ 

③ 焼却施設、自動車等破砕物の処理施設、産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場

のうち一定の要件を満たす優良更新            → 課税標準２／３    

④ ①、②、③以外の施設                 → 課税標準１／３  
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④ 広域臨海環境整備センターが産業廃棄物の処理等の業務の用に供する土地に係る

特別土地保有税の非課税措置の適用期限を延長。 

 

〔措置内容〕 

  特別土地保有税は現行課税停止となっているため、徴収猶予の根拠となっている非課税

措置について、その適用期限の延長等所要の措置を講じる。 

 

 

⑤ 「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき特定周

辺整備地区の指定を受けて整備される特定施設の用に供する土地等に係る特別土地

保有税の適用期限を延長。 

 
〔措置内容〕 

  特別土地保有税は現行課税停止となっているため、徴収猶予の根拠となっている非課税

措置について、その適用期限の延長等所要の措置を講じる。 

 

 

⑥ 「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」に

規定する特定施設（廃棄物海面処分場延命化施設）に係る事業所税（資産割）の課

税標準の特例措置の適用期限を延長。 

 

〔措置内容〕 

・資産割の課税標準 新設されたときから３年間 １／４控除 

 

 

 

３ 生物多様性保全の総合的推進と自然との共生 

野生鳥獣の保護・管理の推進 

○ 狩猟者登録税と入猟税を一本化した新たな目的税『狩猟税（仮称）』を新設すると

ともに、第一種銃猟免許登録を受けた者が空気銃を使用する場合の空気銃に係る

『狩猟税（仮称）』の非課税措置を新設。 

 

 

 

 

４ 環境汚染の防止、安全・安心な生活の確保 

公害防止対策の推進 

① 以下の公害防止用設備に係る特別償却制度（所得税、法人税）の適用期限を延長。  

 ・ダイオキシン類排出削減装置  

 ・指定物質（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）回収設備 

 

〔措置内容〕 

・特別償却率の割合：初年度１６％ 



 

 6

②  以下の公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。 

〔措置内容〕 

・ 窒素酸化物抑制施設   → 課税標準１／２（優良更新は２／３） 

・ ばい煙処理施設     → 課税標準１／６（優良更新は２／３） 

・ 高煙突         → 課税標準２／３ 

・ 指定物質の排出又は抑制に資する施設 → 課税標準１／３ 

・ ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類排出削減装置  → 課税標準１／６（優良更新は１／２） 

・ 水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設 

→ 課税標準１／６（優良更新は１／２） 

・ 湖沼水質保全特別措置法の指定施設から生じる汚水の処理施設 

→ 課税標準２／３ 

・ 水質汚濁防止法の有害物質により汚染された地下水を浄化する施設 

→ 課税標準１／３ 

・土壌浄化施設の取得      → 課税標準１／３ 

 

 

５ その他 

その他 

① 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係

る特別土地保有税の非課税措置及び事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を延

長。 

 

〔措置内容〕 

 ・特別土地保有税は現行課税停止となっているため、徴収猶予の根拠となっている非課税

措置について、その適用期限の延長等所要の措置を講じる。 

・事業所税：資産割の課税標準 新設された日から５年間 １／３控除。 

 

 

② 独立行政法人環境再生保全機構が行う事業に係る優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得（所得税）に係る課税の特例措置の適用期限を延長。

 

〔措置内容〕 

  次のように税率を引き下げ、適用期限を５年間とする。 

 

 

・譲渡益2,000万円以下の部分 ：１４％ 

 

 

・譲渡益2,000万円超の部分  ：２０％ 

 

所得税 10％ 

住民税 4％ 

所得税 15％ 

住民税 5％ 
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６ 検討事項 

(1)地球温暖化対策税制についての検討 

○ 我が国の実情に合った温暖化対策税の具体的な制度の在り方を引き続き検討。 

 

【与党「平成１６年度税制改正大綱」より抜粋】 

   温暖化対策に関する税制については、他の経済的手法とともに、地球温暖化

対策推進大綱の評価、見直しにも考慮しながら、国民経済産業全般に与える影響

等を十分考慮し、国民的議論を踏まえて、総合的に検討する。 

 

 

(2)民間団体による環境保全活動の促進 

○ 公益の増進に著しく寄与する法人（特定公益増進法人）の範囲を拡大し、地球温

暖化防止、循環型社会形成等についてすぐれた環境保全活動を行う者に対する助成

金の支給又は環境保全に関する普及啓発を主たる目的とする公益法人の追加につい

て引き続き検討。 

 

【与党「平成１６年度税制改正大綱」より抜粋】 

公益法人制度については、現在、政府において、平成 17 年度末までに法制上

の措置等を講ずることを目指してその抜本的な見直しが検討されているところ

であり、新たな制度の骨格が明らかになった段階で、それに対応した税制上の

措置について見直しを検討する。 

 

 
 


